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離 婚 給 付 契 約 公 正 証 書

（ 契 約 目 的 ）

第 １ 条 夫 ■ ■ Ａ （ 以 下 「 A」 と い う ） と 妻 ■ ■ B（ 以 下 、、 。

「 B」 と い う ） は 、 両 者 間 の 未 成 年 の 長 女 C（ 平 成 □ □。

年 □ 月 □ 日 生 、 以 下 「 C」 と い う ） の 親 権 者 を Bと 定 め、 。

て 協 議 離 婚 （ 以 下 「 本 件 離 婚 」 と い う ） を す る こ と 、 並、 。

び に そ の 離 婚 届 出 は 、 こ の 公 正 証 書 作 成 後 、 A・ Bが 協 力

し て 速 や か に 行 う こ と と し 、 Cの 監 護 養 育 、 養 育 費 、 面 会

交 流 、 財 産 分 与 等 に つ い て 、 次 条 以 下 の 約 定 に よ る こ と を

平 成 □ □ 年 □ □ 月 □ □ 日 合 意 し て 、 こ の 契 約 を 締 結 す る 。

（ 子 の 監 護 ・ 養 育 ）

第 ２ 条 A及 び Bは 、 本 件 離 婚 後 に お け る Cの 監 護 養 育 者 を B

と 定 め る 。

２ Bは 、 本 件 離 婚 後 、 Cを 監 護 養 育 す る 。

【 例 ： 養 育 費 の 支 払 い が あ る 場 合 】

（ 養 育 費 の 支 払 ）

第 ３ 条 Aは 、 Bに 対 し 、 Cの 養 育 費 と し て 、 次 の と お り 支 払

㊟【 そ の 月 の義 務 の あ る こ と を 認 め 、 こ れ を 毎 月 末 日 限 り
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、 Bの 指 定 す る 金 融 機 関 の 預 金 口 座分 を 毎 月 末 日 ま で に 】

㊟【 金に 振 り 込 む 方 法 に よ り 支 払 う 。 支 払 い に 要 す る 費 用

は 、 Aの 負 担 と す る 。融 機 関 の 振 込 手 数 料 】

【 例 ： 自 動 送 金 シ ス テ ム を 利 用 す る 場 合 】

支 払 い に は 、 ● ● 銀 行 の 定 額 自 動 送 金 サ ー ビ ス を 申 し 込

み 、 利 用 す る 。 管 理 手 数 料 は 、 Ａ の 負 担 と す る 。

【 例 ： 満 ２ ０ 歳 ま で の 場 合 】

平 成 □ □ 年 □ 月 か ら Cが 満 ２ ０ 歳 に 達 す る 日 の 属 す る 月

ま で 、 １ か 月 金 ● 万 円 ず つ 。

【 例 ： 将 来 の 事 情 変 更 を 考 慮 す る 場 合 】

２ 将 来 、 物 価 の 変 動 、 A又 は Bの 再 婚 、 失 職 そ の 他 の 事 情

の 変 更 が あ っ た と き は 、 Ａ と Ｂ は 、 Ｃ の 養 育 費 の 変 更 に つ

い て 誠 実 に 協 議 し 、 円 満 に 解 決 す る も の と す る 。

【 例 ： 養 育 費 の 支 払 い が な い 場 合 】

（ 養 育 費 不 請 求 の 合 意 ）

第 ３ 条 Ｂ は 、 Ａ に 対 し 、 当 事 者 双 方 に 事 情 の 変 更 の な い

限 り 、 Ｃ の 養 育 費 を 請 求 し な い 。

【 例 ： 将 来 の 特 別 出 資 の 負 担 を 考 慮 す る 場 合 】

（ 特 別 出 費 の 負 担 ）

第 ４ 条 Ｂ は 、 Cに つ い て 、 病 気 や 怪 我 等 に よ る 特 別 の 出 費
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が あ っ た と き は 、 Ａ に 対 し 応 分 の 負 担 を 申 し 入 れ る こ と が

で き る も の と す る 。

２ Aは 、 Ｂ か ら 前 項 に 定 め る 申 入 れ が あ っ た と き は 、 誠 実

に 対 応 し な け れ ば な ら な い 。

【 例 ： 子 供 と の 面 会 交 流 】

（ 面 会 交 流 ）

第 ５ 条 Bは 、 Aと Cと の 面 会 交 流 を 次 の 約 定 の 下 に 認 め る 。

① Aが Cと 面 会 交 流 を も ち た い と き は 、 事 前 に 、 そ の 旨 を B

に 申 し 入 れ 、 Bの 承 諾 を 得 た 後 に 面 会 交 流 を 実 施 す る 。

② Bは 、 Aか ら 前 号 に 定 め る 面 会 交 流 の 申 入 れ を 受 け た と

き は 、 Cの 健 康 状 態 、 情 緒 安 定 に 留 意 し 、 人 格 形 成 な ど に

十 分 配 慮 し た う え で 、 Aに 対 し 、 面 会 交 流 の 可 否 を 回 報 す

る 。

③ 面 会 交 流 の 日 時 、 場 所 及 び 具 体 的 方 法 な ど に つ い て は 、

A及 び Bに お い て 協 議 し て 決 め る 。

２ Cに 意 思 能 力 が 備 わ っ た 後 （ 満 １ ５ 歳 以 後 ） に お け る A

と Cと の 面 会 交 流 は 、 Cの 意 思 に 任 せ る も の と す る 。

【 例 ： 慰 謝 料 の 支 払 い が あ る 場 合 】

（ 慰 謝 料 ）
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第 ６ 条 Ａ は 、 Ｂ に 対 し 、 本 件 離 婚 に 伴 う 慰 謝 料 と し て 、 金

● ● ● 万 円 の 支 払 義 務 あ る こ と を 認 め 、 こ れ を 次 の と お り 、

Ｂ の 指 定 す る 金 融 機 関 の 預 金 口 座 に 振 り 込 む 方 法 に よ り 支

払 う 。 支 払 い に 要 す る 費 用 は 、㊟【 金 融 機 関 の 振 込 手 数 料 】

Ａ の 負 担 と す る 。

① 平 成 □ □ 年 □ 月 か ら 同 □ □ 年 □ 月 ま で 、 １ か 月 金 ● ●

万 円 ず つ 。

② 平 成 □ □ 年 ７ 月 か ら 同 □ □ 年 １ ２ 月 ま で 毎 年 ７ 月 及 び

１ ２ 月 に 、 各 々 金 ● ● 万 円 ず つ 加 算 す る 。

【 例 ： 誓 約 条 項 を 入 れ る 場 合 】

（ 誓 約 事 項 ）

第 ７ 条 Aと Bは 、 互 い に 、 相 手 方 の 生 活 を 尊 重 す る こ と と

し 、 相 手 方 の 生 活 に 干 渉 し た り 、 誹 謗 中 傷 す る な ど 相 手 方

の 名 誉 を 傷 つ け る 行 為 は 行 わ な い こ と を 誓 約 す る 。

【 例 ： 通 知 条 項 を 入 れ る 場 合 】

（ 通 知 事 項 ）

㊟【 携 帯 電 話第 ８ 条 Aが 住 所 、 居 所 、 勤 務 先 、 又 は 連 絡 先

を 変 更番 号 ・ メ ー ル ア ド レ ス と 記 載 す る こ と も 可 能 で す 】

し た と き は 、 Aは 、 直 ち に Bに 通 知 す る 。
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２ Bが 住 所 、 居 所 、 連 絡 先 又 は 振 込 先 を 変 更 し た と き は 、

Bは 、 直 ち に Aに 通 知 す る 。

【 例 ： 清 算 条 項 を 入 れ る 場 合 】

（ 清 算 条 項 ）

第 ９ 条 A及 び Bは 、 本 件 離 婚 に 関 し 、 以 上 を も っ て す べ て

解 決 し た も の と し 、 名 目 の 如 何 を 問 わ ず 、 互 い に 何 ら の 請

求 を し な い 。

【 金 銭 債 務 が あ る 場 合 に は 、 強 制 執 行 認 諾 条 項 を 入 れ ま す 】

（ 強 制 執 行 認 諾 ）

第 １ ０ 条 Aは 、 こ の 契 約 に 基 づ く 金 銭 債 務 の 履 行 を 遅 滞 し

た と き は 、 直 ち に 、 強 制 執 行 に 服 す る 旨 陳 述 し た 。


